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平成２４年度市民後見推進事業 実施要綱 

 

１．事業目的 

認知症高齢者や知的障がい者・精神障がい者など判断能力が低下した市民に対し虐待や悪徳商

法・振込め詐欺などの被害が増加する中、核家族化の進行等による家族の支援および地域の共助の

力が低下している。また、認知症・独居高齢者や施設から地域移行する知的障がい者・精神障がい

者の増加が予測されており、今後、その方々に対する権利擁護を目的とした成年後見制度の必要性

と需要はさらに増大することが見込まれている。 

このような現状をふまえ、判断能力が不十分な人が住み慣れた地域で安心して暮らすことができ

る社会の実現にむけ成年後見制度の利用を円滑に進めるために、専門職後見人及び福祉関係機関等

との地域支援ネットワークの構築を図る。 

また、地域における権利擁護の担い手として期待される市民後見人の仕組みのあり方について検

討を行う。 

 

２．実施体制 

奈良市から委託を受けて奈良市社会福祉協議会が実施する 

 

３．実施内容 

 

（１）奈良市権利擁護システムあり方検討委員会の開催  年５回 

（検討委員：学識経験者、ＮＰＯ法人、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、当事者団

体、行政職員、相談機関職員、社会福祉協議会職員、 合計１４名） 

 

（２）成年後見制度に関する市民意識調査の実施  

 

（３）成年後見制度普及講演会(市民向け) 年１回 

 

（４）事業報告書の作成 

 

 

４．実施期間 平成２４年８月３０日～平成２５年３月３１日 

 



 

 

「奈良市権利擁護システムあり方検討委員会」設置要綱 

 

（目的）  

第１条 認知症や知的障がい、精神障がい等があって判断能力が不十分な人が、住み慣れた地域で

安心して暮らすことができる社会の実現に向けて、権利を擁護する成年後見制度の利用を円滑に

すすめるため、専門職後見人及び福祉関係機関と地域支援ネットワークの構築を図るとともに、

後見業務の新たな担い手として市民後見人を養成し継続的に活動できるような仕組みづくりを

検討する「奈良市権利擁護システムあり方検討委員会」（以下「委員会」という。）を設置する。  

（検討事項）  

第２条 委員会は次の事項を検討する。  

(1) 現状の課題や問題点の把握  

(2) アンケート調査に関する分析 

(3) 権利擁護システムの確定  

(4) 市民後見人体制の仕組みづくり 

(5) 成年後見制度利用促進のための普及・啓発 

(6) その他、権利擁護システム構築に必要な事項  

（組織）  

第３条 委員会は、次に掲げる者のうちから奈良市社会福祉協議会会長が委嘱する委員１４名以内

をもって組織する。  

(1) 学識経験者  

(2) 専門職団体より推薦を受けた者 

(3) 当事者団体より推薦を受けた者 

(4) 相談支援機関より推薦を受けた者 

(5) 行政職員 

(6) 社会福祉協議会職員 

２ 前項に掲げる委員のほか、必要があると認められるときは、検討事項に関係のある者を臨時委

員として委嘱することができる。  

（委員長及び副委員長）  

第４条 委員会に委員長１名、副委員長１名を置き、委員の互選によりこれを定める。  

２ 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。  

３ 委員長に事故等がある場合には、副委員長がその職務を代理する。  

 

（会議）  

第５条 委員長は、委員会の会議を招集し、主催する。  

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を要請し、意見を求める

ことができる。  

（事務局）  

第６条 委員会の事務を処理するため、事務局を設置する。  

２ 事務局は、奈良市社会福祉協議会地域福祉課内に置く。  

（その他）  



 

 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定

める。 

附 則  

この要綱は、平成２４年８月３０日から施行する。  

 



 

 

奈良市権利擁護システムあり方検討委員会名簿 

選出区分 所属・団体 役職 氏名 

学識経験者 関西大学 人間健康学部 学部長 狭間 香代子 

専門職団体 奈良弁護士会  西村 香苗 

〃 奈良県司法書士会 副会長 嶋田 潤 

〃 奈良県社会福祉士会  神谷 久子 

〃 特定非営利活動法人Ｎネット 理事長 峯田 勝次 

当事者団体 認知症の人と家族の会奈良県支部 副代表 松本 律子 

〃 奈良市手をつなぐ親の会 会長 小西 英玄 

〃 
奈良市精神障害者家族会 

「奈良ともしび会」 
会長 井上 陸夫 

行   政 奈良市福祉政策課 課長 武田 雄司 

〃 
奈良市保健福祉部 

（奈良市障がい福祉課長事務取扱） 
参事 西田 吉文 

〃 奈良市長寿福祉課 課長 尾上 雅規 

相談機関（高齢） 奈良市若草地域包括支援センター センター長 山本 伸子 

〃（障がい） 
奈良市障がい者生活支援センター 

こすもす 

相談支援 

専門員 
中岡 孝司 

〃 奈良市社会福祉協議会 事務局長 上谷 勝 

事務局員名簿 

区分 所属・団体 役職 氏名 

行政 奈良市福祉政策課  課長補佐 倉西 毅彦 

〃 奈良市障がい福祉課 生活支援係 係長 池部 順一 

〃 奈良市障がい福祉課 精神福祉係 係長 浦  明広 

〃 奈良市長寿福祉課 予防係 係長 吉田 晴美 

社会福祉協議会 奈良市社会福祉協議会  理事 上田 和利 

〃 奈良市社会福祉協議会 地域福祉課 課長 高原 俊裕 

〃 奈良市社会福祉協議会 地域福祉課 課長補佐 稲葉 美和 

〃 
奈良市社会福祉協議会 地域福祉課 

福祉サービス支援室 
総括主任 窪田 雅臣 

〃 
奈良市社会福祉協議会 地域福祉課 

福祉サービス支援室 
主任 岡本 香奈 

 



 

 

 

平成２４年度成年後見制度普及講演会 

「笑って納得！成年後見制度～いまからできること～」 

開催要綱 

 

１ 目   的   虐待や悪徳訪問販売・振込め詐欺などの被害が増加する中、核家族化が進

み家族の支援や地域の共助の力が低下している。また、独居高齢者の増加や

地域で暮らす障がい者の増加が予測されており、今後、権利擁護を目的とし

た成年後見制度の必要性は増大することが見込まれているが、制度の理解・

普及が進んでいない。 

このような現状を踏まえ、更なる成年後見制度の理解と利用促進を目指し

開催する。 

２ 主   催  社会福祉法人 奈良市社会福祉協議会 

３ 後   援  奈良市 

４ 協   力  帝塚山大学  

５ 会   場  奈良市西部会館市民ホール【愛称：学園前ホール】 

           奈良市学園南三丁目１－５奈良市西部会館３Ｆ 

６ 対 象 者  成年後見制度に関心のある奈良市民【在勤・在学も可】 

７ 定   員  ３００名 

８ 開 催 日 時  平成２５年２月９日（土）１４：００～１６：００【開場】１３：３０～ 

９ 内   容  吉本芸人と弁護士による成年後見制度の解説 

         寸劇による事例報告 

         ※出演者 テンダラー／スマイル／林家笑丸／帝塚山大学演劇部 

             【解説】  西村香苗 弁護士 

10 申 込 方 法  参加希望の方は、下記まで連絡、参加券を発行 

11 参 加 費  無料 

12 問 合 せ 先  社会福祉法人 奈良市社会福祉協議会 

           地域福祉課 福祉サービス支援室「成年後見普及講演会」担当 

           〒630-8013 奈良市三条大路一丁目９番１０号 

           TEL ０７４２－３０－２５２５ 

０７４２－３４－１１１１【２８９４】 

           FAX ０７４２－３０－２３２３ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

「成年後見制度に関する市民意識調査」単純集計結果 

問１ 性別 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ 職業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.5%

48.2%

0.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

女性(n=641)

男性(n=600)

無回答(n=3)

【N=1,244】

9.6%

7.9%

10.1%

9.6%

14.4%

13.3%

12.0%

9.7%

13.2%

0.2%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%

40～44歳(n=120)

45～49歳(n=98)

50～54歳(n=126)

55～59歳(n=119)

60～64歳(n=179)

65～69歳(n=166)

70～74歳(n=149)

75～79歳(n=121)

80歳以上(n=164)

無回答(n=2)

【N=1,244】

8.2%

24.4%

12.3%

19.6%

34.2%

1.2%

0.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

自営業・自由業(n=102)

会社員（会社役員）・公務員・団体職員(n=303)

パートタイム・アルバイト・契約社員・嘱託職員(n=153)

専業主婦・主夫(n=244)

無職(n=426)

その他(n=15)

無回答(n=1)

【N=1,244】



 

 

問４ 世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ 住まいの状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 居住地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1%

29.9%

43.5%

6.0%

1.3%

0.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

単身（ひとり暮らし）世帯(n=237)

夫婦のみの世帯(n=372)

２世代同居（親・子）の世帯(n=541)

３世代同居（祖父母・親・子）の世帯(n=75)

その他の世帯(n=16)

無回答(n=3)

【N=1,244】

64.7%

2.3%

6.9%

14.6%

8.4%

1.0%

1.3%

0.4%

0.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

一戸建ての住宅（持家）(n=805)

一戸建ての住宅（賃貸）(n=29)

公営・公団の賃貸住宅(n=86)

分譲のマンション・棟続きの持ち家(n=182)

賃貸のアパート・マンション(n=105)

社宅・寮(n=12)

福祉施設(n=16)

その他(n=5)

無回答(n=4)

【N=1,244】

48.6%

6.4%

6.4%

27.4%

7.0%

3.5%

0.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

西部地域(n=604)

北部地域(n=80)

中部地域(n=79)

中央市街地(n=341)

南部地域(n=87)

東部・月ヶ瀬・都祁地域(n=43)

無回答(n=10)

【N=1,244】



 

 

問７ 居住年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ 要介護認定の有無 

 

 

 

 

 

 

問９ 手帳の所持状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 成年後見制度の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9%

4.3%

6.5%

15.4%

17.5%

55.1%

0.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

１年未満(n=11)

１年～５年未満(n=54)

５年～10年未満(n=81)

10年～20年未満(n=192)

20年～30年未満(n=218)

30年以上(n=686)

無回答(n=2)

【N=1,244】

10.4%

88.3%

1.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

認定されている(n=129)

認定されていない(n=1,098)

無回答(n=17)

【N=1,244】

6.4%

0.6%

0.6%

0.1%

90.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

身体障害者手帳(n=79)

療育手帳(n=7)

精神障害者保健福祉手帳(n=8)

被爆者手帳(n=1)

持っていない(n=1,130)

【N=1,244】

7.7%

21.9%

28.5%

40.2%

1.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

よく知っている…

少し知っている…

聞いたことはある…

知らない(n=500)

無回答(n=21)

【N=1,244】



 

 

問 11 成年後見制度の利用についての考え方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 後見人をだれにお願いしたいかについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13 成年後見制度で利用したい内容について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4%

0.4%

24.6%

39.8%

32.4%

1.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

すでに利用している(n=10)

今すぐ利用したい(n=3)

必要になれば、利用したい(n=178)

将来的には利用することも考えられる(n=288)

利用は考えていない(n=234)

無回答(n=10)

【N=723】

79.7%

2.9%

31.3%

4.6%

16.5%

7.3%

0.6%

3.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

家族・親族(n=382)

友人・知人(n=14)

専門職（弁護士など）(n=150)

民生委員(n=22)

公的機関(n=79)

社会福祉協議会(n=35)

その他(n=3)

わからない(n=17)

【N=479】

77.2%

66.0%

60.3%

55.7%

42.4%

48.0%

62.8%

1.9%

5.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

財産保全・管理に関すること(n=370)

入院手続きなどに関する契約(n=316)

施設入所などの契約(n=289)

不動産の管理や処分(n=267)

悪徳商法などの被害の対応(n=203)

公共料金の支払いや税金の支払い(n=230)

各種行政の手続き(n=301)

その他(n=9)

わからない(n=24)

【N=479】



 

 

問 14 成年後見制度利用を考えていない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 成年後見制度を利用しやくすくするために必要なことについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16 市民後見制度の認知度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.9%

70.9%

17.9%

5.6%

3.4%

4.7%

2.1%

4.3%

9.8%

1.7%

7.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

自分でできる(n=70)

家族などの支援で足りる(n=166)

後見人に守ってもらう財産がない(n=42)

手続きや利用にお金がかかる(n=13)

手続きに時間がかかる(n=8)

手続きが複雑(n=11)

相談窓口がわからない(n=5)

制度の内容がわからない(n=10)

後見人が信用できない(n=23)

その他(n=4)

特に理由はない(n=17)

【N=234】

59.3%

58.4%

48.4%

42.2%

17.6%

39.4%

37.2%

4.8%

1.2%

4.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

情報提供・普及啓発の充実(n=429)

身近な相談窓口の設置(n=422)

費用負担が少ないこと(n=350)

手続きの簡素化(n=305)

身近な人も申立人になれるようにする(n=127)

プライバシー保護の徹底(n=285)

後見人の資質向上(n=269)

市民も後見人になれるようにする(n=35)

その他(n=9)

わからない(n=33)

【N=723】

2.3%

8.6%

18.6%

66.6%

3.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

よく知っている(n=28)

少し知っている(n=107)

聞いたことはある…

知らない(n=828)

無回答(n=49)

【N=1,244】



 

 

問 17 市民後見人になってみたいか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 18 市民後見人になるための条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 19 市民後見人になりたくない理由について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.5%

60.0%

45.0%

27.5%

12.5%

5.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

必要な知識や技術が習得できれば(n=27)

後見人に対する支援があれば(n=24)

時間的に余裕があれば(n=18)

仕事に支障がなければ(n=11)

報酬の金額によって(n=5)

その他(n=2)

【N=40】

75.4%

49.6%

27.0%

10.2%

11.5%

1.6%

12.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

責任が重大だから(n=184)

知識や技術がないから(n=121)

時間的に余裕がないから(n=66)

後見人に対する支援がないから(n=25)

仕事に支障があるから(n=28)

報酬がのぞめないから(n=4)

その他(n=30)

【N=244】

0.5%

10.9%

66.5%

18.5%

3.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

なってみたい(n=2)

条件が整えばなってみたい(n=40)

なりたいとは思わない(n=244)

わからない(n=68)

無回答(n=13)

【N=367】



 

 

問 20 困り事の相談先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 21 福祉に関する情報の入手先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.9%

39.8%

22.2%

8.0%

15.8%

26.4%

7.2%

13.1%

9.9%

1.3%

1.0%

1.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

家族・親族(n=1131)

友人・知人(n=495)

専門職（弁護士など）(n=276)

民生委員(n=100)

警察(n=197)

市役所(n=328)

社会福祉協議会(n=89)

地域包括支援センターなど(n=163)

福祉サービス事業者（ケアマネジャーなど）(n=123)

その他(n=16)

相談相手はいない(n=13)

相談はしない(n=13)

【N=1,244】

38.1%

28.5%

3.2%

4.3%

19.1%

4.7%

41.9%

7.7%

10.3%

20.4%

45.8%

1.4%

8.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

家族・親族(n=474)

友人・知人(n=355)

専門職（弁護士など）(n=40)

民生委員(n=53)

市役所(n=237)

社会福祉協議会(n=59)

市の広報紙や社協だより、パンフレットなど(n=521)

地域包括支援センターなど(n=96)

福祉サービス事業者（ケアマネジャーなど）(n=128)

インターネット(n=254)

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌など(n=570)

その他(n=18)

特にない(n=106)

【N=1,244】



 

 

問 22 困っていること（福祉サービスの利用申請や金銭管理）の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 23 通帳や印鑑、現金の管理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 24 訪問販売や振り込め詐欺への不安について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.2%

3.9%

2.2%

0.8%

0.6%

0.2%

1.4%

0.8%

1.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

困っていない(n=1060)

福祉サービスについて

手続き方法がわからない(n=49)

福祉サービスについて

相談できる人がいない(n=27)

金銭管理について

相談できる人がいない(n=10)

金融機関での手続き方法がわからない(n=7)

通帳や印鑑、現金などを

たびたび紛失する(n=3)

体が不自由などの理由で、

金融機関に行くことができない(n=17)

家族などが金銭管理しているため、

自分で使いたいときに使えない(n=10)

その他(n=22)

【N=1,244】

80.4%

17.0%

0.4%

0.2%

2.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

自分で管理している(n=1000)

家族・親族が管理している(n=211)

専門職（弁護士など）が管理している(n=5)

その他(n=2)

無回答(n=26)

【N=1,244】

5.2%

29.3%

30.5%

31.9%

3.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

非常に不安を感じている(n=65)

ある程度不安を感じている(n=365)

あまり不安を感じていない(n=380)

不安を感じていない(n=397)

無回答(n=37)

【N=1,244】



 

 

問 25 どのような状態になれば支援を必要とするかについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 26 判断能力が低下したときに望む支援方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.9%

59.4%

55.6%

43.8%

30.3%

7.6%

4.5%

12.7%

1.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

自分が病気になったり、

なる不安を感じたとき(n=584)

自分が認知症になったときや

物忘れに気づいたとき(n=739)

家族・親族がいなくなったとき(n=692)

ひとり暮らしになったとき(n=545)

身近に相談できる人がいなくなったとき(n=377)

人から支援の利用をすすめられたとき(n=95)

自分に守るべき財産ができたとき(n=56)

強引な訪問販売や振り込め詐欺などの

被害を受けたときや受けそうになったとき(n=158)

その他(n=12)

【N=1,244】

6.8%

72.1%

7.7%

9.1%

0.8%

3.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

自分でしたい(n=85)

家族・親族にまかせたい(n=897)

専門職（弁護士・司法書士・

社会福祉士など）にまかせたい(n=96)

公的機関にまかせたい(n=113)

その他(n=10)

無回答(n=43)

【N=1,244】
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